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土地利用事務スケジュール

承認申請（第８条）

○提 出 日----毎月10日締切

○提出部数----16部（土地利用実施計画書添付図書提出一覧表参照）

事 業 者

(1)実施計画承認申請書（様式第２号）

及び実施計画図書（土地利用事業申請書類等の標準作成要領参照）提出

市 長

(1)土地利用対策委員会審査

約４週間 ①現地調査

②委員会及び幹事会

（案件により各幹事個別審査）

(2)条件措置表送付

事 業 者

(1)条件措置

約Ｘ週間 ①回答書作成（参考―３参照）

②担当幹事確認（確認印受領）

* 最終確認印を都市政策課とし､全措置内容について確認を受ける｡

市 長

約２週間 (1)土地利用事業の承認（土地利用対策委員及び市長決裁）

事 業 者

●承認の日から１年以内に工事に着手しない場合は承認を無効とする。（第11条第1項）



- 53 -

〈参考―２〉

事業実施事務スケジュール

○承認の日から１年以内に工事に着手すること。（第11条第1項）
○各届出の提出部数は１部とする。（ただし、変更承認申請は除く。）

工事着手 (1)様式第９号
＊産業廃棄物処理場等の事業においては､防災工事を先行して行うこと｡（様式第8号）

(2)工程表及び各種法令に基づく許・認可等の写し及び看板(別記様式)の写真
を添付すること。
＊工程表には､各工種ごとの工事施行者名､現場責任者及び連絡先を記入すること｡

変更承認申請 (1)様式第５号
(2)変更計画書（標準作成要領参照）
(3)添付図書①変更理由及び内容書（図面等にて説明すること｡）

約４週間＋ ②変更事項対照表
措置日数 ③変更実施計画書（変更の前後を対比すること｡）

④変更実施計画図
(4)事務手続きは承認申請事務スケジュールと同じ。

変更承認

地位の継承申請 (1)様式第３号
(2)添付書類①掛川市との協定書等
（譲受人） ②土地所有権、その他権利の取得を証する書類

③経歴または実績書
約１週間 ④資金計画書及び管理計画書

⑤損益計算書及び貸借対照表
⑥工事施行状況写真

(3)内容審査

地位の承継承認

建築制限解除申請 (1)様式第11号
(2)条 件：防災施設(仮設工事可)及び公共施設に関する工事が完了していること｡
(3)添付図書①土地利用計画図（建築位置を赤線表示）

②建築物関係図（位置図､平面図､立面図）
約２週間 ③棟数一覧表（用途､構造､規模等）

④工事施行状況写真
⑤防災施設等の出来型管理図

(4)現場検査

建築制限の解除 建築確認申請

*建築等制限の解除通知添付

工事完了 (1)様式第９号
(2)添付図書①土地利用計画平面図（地盤高､構造物出来型等記入）

②防災施設出来型図（調整池:容積計算書､必要･設計･出来型容量記載）
③区画確定測量図（宅地造成）

約１週間 ④工事施行状況写真
⑤品質管理資料
⑥承認書等の写し
⑦承認に関する条件措置表（承認･変更承認）

完了検査 (1)委員会（担当者）による各種構造物出来型及び状況検査
(2)検査指示事項送付

約Ｘ週間（指示事項処理期間）

完了検査済み証
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土地利用事業の申請に伴う指示事項の措置について

下記事項の措置については、次のとおり処理すること。

番号 指 示 事 項 措 置 内 容

○ ○ ○について協議する ①協議年月日

１ こと。 ②協議者（相手方）

③協議内容について具体的に記載すること。

地元自治会・土地所有者及 ①同意書を別紙で添付すること。

２ び隣接地権者の同意を得る ②同意者への説明内容（要旨）、

こと。 同意内容及び条件について、具体的に記載

すること。

△ △ △について説明する ①参考図書を添付し、具体的な内容について

３ こと。 記載すること。

その他 ①参考図書を添付し、措置内容について具体

４ 的に記載すること。

注）１～４について、条件措置表の措置欄に書ききれない場合は、「別紙○のとおり」と

記載し、別紙を作成し添付すること。


